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《論 説》

アメリカ連邦制財政システムと州財政の変貌

- 財政連邦主義理論の現実との乗離-

小 泉 和 重

(熊本県立大学)

目 次

I.は じめかこ

1.連邦制財政システムにおける州財政

Ⅲ.財政連邦主義理論-の批判

Ⅳ.変容する州政府の財政磯能

V.おわ りに

Ⅰ.は じ め に

アメリカ連邦制財政システムは,財政連邦主義の理想に近い姿であると言

われている(1)｡確かに,実際の政府間の税源配分 (TaxAssignment)と経費

配分 (ExpenditureAssignment)を見ると,連邦政府には所得税系統が集中

配分され,財政の3機能の大半が配分されている｡すなわち,連邦政府には

防衛,外交,司法といった純粋公共財の資源配分機能,公的扶助,医療 ･年

(1)EdwardM Gramlich,"TheEconomicsofFiscalFederalismandItsReform",Dick

NetzerandMatthewP.Drennaneds..StateandLocalPzLblicFinance,Blackwel1,
1997.
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金制度を通じた所得再分配機能,財政 ･金融政策を通 じた経済安定化機能が

割り当てられているのである｡一方,州,地方政府には消費税,資産税系統

が集中配分され,初等 ･中等教育,道路整備,コミュニティー開発といった

地方公共財の資源配分機能が割 り当てられているのである｡もっとも,財政

連邦主義の理論が示す程には,財政機能の分離は政府間で完全ではない｡例

えば,メディケイ ドや AFDC(要扶養児童家計補助)のような所得再分配機

能を担う経費は,連邦政府の財政負担が大半を占めるものの,連邦政府と州

政府が共同で管理,運営している｡こうした連邦補助金を媒介とした連邦と

州政府の連携関係があるため,あくまで ｢近い姿｣に過ぎないのである｡

しかし,最近のアメリカ連邦制財政システムは,この財政連邦主義の理想

と離れ,異なった展開を遂げつつあるOその例として,州政府レベルに,宿

祉,教育機能が集中しつつあることが挙げられよう｡80年代のレーガン新連

邦主義以降,福祉関連の補助金の削減と対照的に,州政府レグェルでメディ

ケイド,AFDCを始めとした社会福祉費が急激に拡大している｡特に,96年

の ｢個人責任と就業機会法 (PersonalResponsibilityandWorkOpportunity

Act)｣の成立は,AFDCを廃止し,生活保護行政の権限を州政府に大胆に移

譲するものとして注目されている｡一方,教育財政の分野においても,従来

の学区中心に行われていた公教育の供給体制が変貌しつつある｡最近の一連

の教育訴訟の結果,16州の教育財政システムは違憲とされ,州政府を仲介と

する学区の財政力平衡化が要請される時代となっている｡この福祉と教育の

｢州集権化｣は,連邦政府が担うべきとされた所得再分配機能の州-の移譲

であり,地方政府が供給すべきとした地方公共財の資源配分機能の州-の移

譲を意味するのである｡

さらに,この2つのことは,州の財政均衡を動揺させることを通じて,州

政府の経済安定化機能の可能性をも示唆させはじめているQ福祉,教育の経

費圧力は,順景気循環的 (Pro-Cyclical)な州歳入構造に重くのしかかり,景

気後退期には州財政の脆弱性を露呈させる要因となっている｡このため,80
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年代以降,多 くの州では,相次いで財政調整基金 (RainyDayFund)を設

け,年度間財政調整を図っているのである｡ところが,この財政調整基金

は,好況期に財政余剰を蓄積し,不況期に余剰の切 り崩しを行 うために,州

経済に対して反景気循環的 (Counter-Cyclical)に作用する｡結果的に,州政

府の財政枚能として否定されてきた経済安定化機能を財政調整基金を媒介に

弱いながらも果たすことになりつつあるのである｡

こうした州政府 レグェルにおける財政機能の強化をどのように理解したら

よいのであろうか｡本論文では,財政連邦主義が想定している政府間の財政

機能の配分が現実のアメリカ連邦制財政システムのそれと乗離しつつある現

状と原因について考察することにする｡

Ⅰ.連邦制財政システムにおける州財政

まず,アメリカ連邦制財政における州財政の位置づけとその変化について

見ていくことにしよう｡表 1は州政府の総支出,総収入を示 したものであ

る｡一般収入ベースでの連邦政府,州政府,地方政府の 3政府の割合は

51.4%:26.9%:21.7%である｡州総収入全体 (8,056億700万 ドル)の構成

紘,政府間移転収入1,885億6,000万 ドル (23.4%),租税収入3,539億5,700万

ドル (43.9%),保険信託収入1,448億8,600万 ドル (18.0%),手数料等

1,114億5,900万 ドル (13.8%)等であるo租税収入は,売上税等 (租税収入

中の49.3%)と個人所得税 (同じく31.7%)から主に構成されている｡間接

税系統が州政府に集中しているのが特徴であるO

直接一般支出 (DirectGeneralExpenditure)ベースでの連邦政府 :州政

府 :地方政府の3政府の割合は46.2%:22.7%:31.1%である｡州総支出全

体 (7,432億6,200万 ドル)の構成は,政府間移転支出2,140億9,500万 ドル

(28.8%),直接一般支出4,328億1,300万 ドル (58.2%),保険信託支出869億

7,800万 ドル (ll.7%)等である｡直接一般支出中の構成比の高い経費とし
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表 1 政府間の総収入 ･稔支出構造 (1993年度) (単位 :100万 ドル,%)

連邦政 府 州 政 府 地方 政府 合 計

総収入 1,308,349 805,607 679,429 2,374,185*)

政府間移転収入 3,298 188,560 227,342 -*)

自主財源 1,305,501(55.0)617,047(26.0)452,087(19.0)2,374,185(100)

一般収入 887,096(51.4)465,416(26.9)374,463(21.7)1,726,974(100)

租税 712,912(54.6)353,957(27.1)238,970(18.3)1,305,839(100)

財産税 -(0.0) 7,796(4.1)180,738(95.9) 188,535(100)

法人税 117,520(81.6) 24,208(16.8) 2,222(1.6) 143,950(100)

売上税等 67,447(24.3)174,543(63.0) 35,003(12.7) 276,993(100)

自動車税等 -(0.0) 12,519(93,3) 902(6.7) 13,421(100)

遺産税 12,577(72,8) 4,659(27.0) 39(0.2) 17,275(100)

手数料等 174,184(41.4)111,459(26.5)135,493(32.1) 421,135(100)

公益事業等収入 -(0.0) 6,746(10.4) 58,335(89.6) 65,081(100)

保険信託収入 417,955(71.8)144,886(24.9) 19,051(3.3) 581,892(100)

総支出 1,364,873 743,262 685,315 2,571,896*)

政府間移転支出 3,298 214,095 7,339 -*)

直接支出 1,364,873(53.1)529,167(20.6)677,856(26.4)2,571896(100)

一般支出 878,625(46.2)432,813(22.7)591,043(31.1)1,902481(100)

教育費 25,878(7.0) 90,368(24.5)252,228(68.5) 368,473(100)

福祉費 51,609(23.6)137,077(62.7) 29,969(13.7) 218,655(100)

病院費 10,875(14.8) 27,428(37.4) 35,038(47.8) 73,341(100)

保健費 13,443(29.5) 17,173(37.6) 15,012(33.0) 45.628(100)

道路費 619(0.9) 42,056(61.2) 26,078(37.9) 68,753(100)

治安費 7,356(16.9) 4,961(ll.4) 31,185(71.7) 43,502(100)

消防費 -(0.0) -(0.0) 15,797(100) 15,797(100)

矯正費 2,422(7.6) 19,091(59.6) 10,523(32.8) 32,036(100)

天然資源費 49,143(78.9) 10,514(1 6.9) 2,653(4.3) 62,311(100)

下水道費 -(0.0) 1,970(8.7) 21,595(95.2) 22,692(100)

水資源管理費 2,717(17.6) 1,304(8.4) ll,412(74.0) 15,433(100)

住宅 .地域開発費 12,582(40.4) 1,797(5.8) 16,742(53.8) 31,121(100)

行政事務費 18,004(25.6) 21,135(30.0) 31,268(44.4) 70,406(100)

公園 .レクレ費 2,135(ll.8) 2,672(14.7) 13,322(73.5) 18,129(100)

公債費 198,795(78.3) 24,019(9.5) 31,065(12.2) 253,878(100)

公益事業費等 -(0.0) 9,376(ll.1) 74,985(88.9) 84,361(100)

注)*は合計不可能を意味するO
出所)USDepartmentofCommerce,StattstzcalAbstractoftheUnuedStates.1996,

p298.
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て,社会福祉費 (31.7%),教育費 (20.9%),道路費 (7.9%),病院費

(5.2%)が挙げ られ る｡他 レグェルの政府 と比較 す る と,福祉費

(62.7%),道路費 (61.2%),矯正費 (59.6%)が州政府に集中している｡

一方,移転支出は,地方への移転歳支 (2,104億5,300万 ドル)中,教育目的

が1,313億2,100万 ドル (62.4%),福祉 目的が277億3,700万 ドル (13.2%),

道路目的が92億1,600万 ドル (4.4%),一般交付金目的が180億4,400万 ドル

(8.4%)である (移転支出の数字の出所は,TaxFoundation,Fact&Fig-

uresonGovernmentFinance,1997,p.172)｡教育費が移転支出の最大の経費

であるので,移転支出分と直接歳出分を加えた合計では,教育費の比重が福

祉費の合計と逆転することになるo

次に,州財政の変遷過程である｡表 Zは,60年代以降の GDPに占める支

出規模の推移である｡93年の全政府 レグェルの支出規模の割合は41.2%であ

る｡特に注目すべきは,85年から93年にかけて支出規模は GDPの割合で

6.8%も引き上がっているが,連邦政府 レグェルの支出規模は低下 し,州 ･

地方政府 レグェルの支出規模は上昇していることである｡この期間は,連邦

政府 レグェルの支出規模は財政赤字の解消を目的に導入された財政均衡諸立

表 2 GDPに占める政府間の支出の推移 (単位 :%)

全政f軒) 連 邦 政 府 州 政 府 地 方 政 府
合計 直接支出2)移転支出 合計 直接支出 移転支出 合計 直接支出

1962 30.1 19.4 18.l l.3 6.2 4.4 1.8 7.7 7.7

1965 28.6 18.1 16.6 1.5 6.3 4.4 1.9 8.9 8.9

1970 32.2 20.1 17.9 2.2 8.2 5.4 2.8 8.9 8.9

1975 34.2 20.9 17.9 3.0 9.7 6.6 3.1 10.0 9.9

1980 34.4 22.2 18.9 3.3 9.3 6.2 3.1 9.4 9.3

1985 34.4 24.7 22.1 2.6 9.3 6.4 2.9 9.6 9.3

1987 37.8 22.1 22.1 2.6 9_7 6.7 3.0 9.9 8.4

1990 38.6 24.2 21.7 2.5 10.0 6.9 3.1 10.1 10.0

1993 41.2 24.0 20.9 3.1 ll.3 8.1 3.2 10.5 10.3

注) 1)全政府支出は,重複分を除いている.2)直接支出には,信託基金等を含む.
出所)AdvisoryCommissiononlntergovernmentalRelations,SignificantFeaturesof

FiscalFederalism,Vol.2ACIR,1994,p.44,より作成 .
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法が影響したこともあって,24.7%から24.0%に低下 している｡州政府 レ

グェルの支出規模は9.3%から11.3%に,地方政府 レグェルの支出規模は

9.3%から10.5%に引き上がっている｡州政府の伸び率が 3政府の中で最 も

高い理由は,州政府の直接支出の急増 (6.4%から8.1%)と移転支出の緩や

かな拡大にある｡

この時期の州直接支出には顕著な変化が現れたo表 3に示すように,教育

費,道路費の長期的な比重の低下と対照的に社会福祉費,矯正費の比重が急

増したことであるD直接一般支出ベースでは人的 .社会的資本投資から福祉

投資にプライオリティーが大きく変化していることがわかる｡特に,直接一

般支出に占める社会福祉費の増加割合は著しく,85年は19.2%であったが,

94年には32.3%にまで上昇しているのである｡この急増の原因は,メディケ

イ ドの拡大によるものである｡一方,移転支出については,教育目的補助金

がほぼ6割以上を占めているが,90年代に入 り福祉 目的補助金の比重も上昇

表3 州経費の内訳の推移 (単位 :%)

1960 1970 1980 1985 19901 1994

直接一般支出 100% 100% 100% 100% 100% 100%

教育費 19.1 28.3 24.5 24.0 22.6 20.7

道路費 34.1 22.7 14.4 12.2 11.0 9.6

福祉費 12.5 16.8 23.1 19.2 25.0 32.3

保健.医療費 10.7 9.8 10.9 10.4 10.6 10.3

自然.環境費 4.7 4,4 2.9 2.9 2.8 2.0

税務行政費 3.7 3.5 4.3 4.4 4.9 4.9

その他 15.2 14.5 19_9 26.9 23.0 20.2

移転支出 100% 100% 100% 100% 100% 100%

教育目的 57.8 59.1 63.7 62,7 63.6 61.2

道路目的 13.2 8.4 5.3 5.0 4.5 4.3

福祉目的 15.7 17.3 11.1 10,3 10,8 13.8

その他 4.7 4.9 9.4 11.4 11.5 12.6

出所)TaxFoundation,Fact& FiguresonGovernmentFinance,31stEdit10m,
1997,p.166,p172,により作成.
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している｡

メディケイ ドの拡大を一層明白に示すのが,表 4の NASBO (National

AssociationofStateBudgetOfficers)作成の基金源別支出の推移であるo一

般基金ベースのメディケイ ドの割合は87年8.1%が95年には14.5%に拡大 し

ている｡また,全基金 (一般基金+信託等基金+連邦基金+公債基金)ベー

スの割合ではさらに拡大幅が大きく,87年の10.2%が95年では20.4%-と2

倍に拡大している｡これはオープン･エンド型の連邦補助金の形態を利用し

た州政府の負担転嫁政策の結果(2)であり,連邦基金ベースのメディケイ ドの

割合は87年の26.0%から95年には42.8%にまで拡大 しているのである｡一

方,教育費の方は,州移転支出である初等 ･中等教育費はほぼ安定している

ちのの,州一般直接支出である高等教育費は減少傾向にあるのが確認でき

る｡

表4 -般資金における各経費の割合の推移 (単位 :%)

初等 .中等i 高等教育費 現金給付 メ デ イケ イ ド 矯 正 費 交通関係費 そ の 他 合 計数 日 費

1987 34.2(22.8)15.5(12.3) 5.3(5.2) 8.1(10.2) 5.0(3.0) 1.4(10.6)30.4(36.1)100(100)

1988 34.5(23:0)15,5(ll.8) 5.1(5.3) 8.7(10.8) 5.2(3.2) 1.3(10.3)29.7(35.5)100(100)

1989 34.6(23.4)15.2(12.0) 5.0(5.1) 9.0(ll.3) 5.3(3.2) 1.3(10.1)29.7(35.0)100(100)

1990 33.5(22.8)14.6(12.2) 4.9(5,0) 9-.5(12.5) 5.5(3.4) 1.3(9.9)30.8(34.2)100(100)

1991 33.4(22.0)14.1(ll.5) 5.3(5.3)10.5(14.2) 5.7(3.5) 1.1(9.4)29.9(34.0)100(100)

1992 34.0(21.2)13.5(ll.0) 5.1(4.9)12.1(17.8) 5.6(3.2) 0.8(9.1)28.8(32.9)100(100)

1993 34.8(21.5)13,1(10.8) 5.1(4.5)13.3(18.8) 5.7(3.1) 0.9(8.7)27.2(32.5)100(100)

1994 33.9(20.4)13.0(10.8) 4.9(4.2)14.2(19.7) 6.2(3.4) 0.9(9.0)27.0(32.4)100(100)

1995 33.5(20.9)12.9(10.6) 4.5(4.0)14.5(20.4) 6.6(3.6) 0.8(9.0)27.2(31.5)100(100)

荏) ( )は総資金における割合の推移
出所)NASBO,1996StateEヱPendz'tureReport,April,1997により作成 .

(2)連邦補助金を通 じた負担転嫁政策については,Steven,D Golded,TheFiscal

CrisisoftheStatesIL,essonsfortheFuture-,Georgetown,1995,pp.30-31,が詳 し

い｡
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Ⅲ.財政連邦主義理論への批判

財政連邦主義理論

州財政の規模拡大とその役割の変化,すなわち,州政府が物的インフラの

整備主体から教育と社会福祉の供給主体に変化してきたことを概観した｡こ

うした現実は,財政連邦主義の理論が想定している州財政の姿とは一致する

であろうか｡

周知の通 り,RichardMusgraveandPeggyB.Musgrave,"Principlesof

MultiunitFinance"(3)は,政府が多段階 (MultiunitStructure)で構成されて

いる場合,財政の3機能-資源配分,所得分配,経済安定化-は,どの政府

に割 り当てられるべきなのか,すなわち,財政機能の空間的な配置の在 り方

について吟味している｡

資源配分機能についてはこうである｡社会財 (国防,最高裁判所等)の配

分の場合,便益の帰着する範囲が,一国すべてに及ぶ財もあれば,特定の地

理的な範囲の居住者に限定される財 (街灯,消防)もある｡この時,便益の

帰着する地理的な範囲と負担する地理的な範囲が整合していなくてほ,居住

者は財に対する選好の顕示が行えず,効率的な供給が望めな くなる｡ よっ

て,社会財の空間的性格を所与とすれば,ア ･プリオリに,政府は多段階の

構造をもつ宿命となる｡例えば,社会財の便益の範囲 (BenefitRegion)が,

国家的な規模である場合の財政魁織として中央政府が,地域的な規模の場合

には州政府が,都市的な規模の場合には地方政府が,理論上導出されるので

ある｡

次に,所得再分配機能についてである｡地方政府間で異なった所得再分配

政策が実施されると仮定すると,住民の噂好 (Taste)がその政府の所得再分

(3)RichardMusgraveandPeggyB.Musgrave"PrinciplesofMultiunitFinance",Dick

NetzerandMatthewP,DrennanedリOP.citHp,40.
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配政策と相反する場合,住民移動が生じる｡例えば,所得再分配に反対する

高額所得者の場合,再分配政策を実施する団体から流失 (Out-Migration)す

る一方で,所得再分配を好む低額所得者の流入 (Migration)が生 じる.この

住民移動の結果,地方政府の所得再分配政策は崩壊することになるC よっ

て,所得再分配政策は地方政府でなく,中央政府の機能に置かれる｡

最後に,経済安定化機能についてであるD地方政府は,失業,インフレー

ションなどのマクロ的な管理には不向きである｡地域経済はそれぞれが相互

連関する,開放経済 (OpenEconomy)であり,地域間の資源,資本の移動は

自由である｡このため,地方政府のマクロ的な需要管理政策は,政策効果の

他地域-の漏出 (Leakage)を生み,非効率となる｡

このように,財政連邦主義の理論は,社会財の空間的性格,開放経済,住

民移動,要素移動などのツゥ-ルを用いて,政府間の経費配分の在 り方につ

いて,整合的に論理を魁み立てているのである｡また,この理論の政策的な

インプリケーションである中央政府-の財政機能の集中は,大恐慌以降の現

実の連邦政府の姿を巧みに反映していた面もあったと言えよう｡例えば,大

恐慌時に,財産税の低迷と地方債の債務不履行の危機にあった地方政府に代

わって,連邦政府はフィスカル ･ポ1)シーを発動したのであったO｢偉大な

社会 (GreatSociety)｣時代には,レーシズムに刻印された南部州政府に代わ

り連邦政府は,補助金と受給資格の統一化によってユニバーサル的な教育,

福祉サービスの供給を行ったのであった(4)｡戦前の大恐慌から戦後の公民権

運動に揺れる時代,連邦政府の財政機能の優位性と州 ･地方政府の限界が示

された時代には,財政連邦主義理論は,はからずも時代との親和性を保った

のであった｡

(4)IreneLurie,"StateWelfarePolicy",CarlE.VanHom,TheStateojStates,A

DivisionofCongressionalQuarterlylnc,1996,参照｡
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財政連邦主義理論に対する批判

最近,財政連邦主義理論に対する批判が投げかけられている｡結論を先取

りすれば,これらの批判から財政の3機能すべてに州政府が参与する理論的

な可能性が示唆されるのである｡

まず,資源配分機能の評価とその批判について見ていこう｡州の担 う資源

配分機能は便益が広域に帰着する社会財の配分であったO代表的な経費とし

てほ,交通 ･通信ネットワーク等の広域インフラの整備費,州立大学の教育

費が挙げられているoLかし,最近では,最も地方政府の資源配分磯能に相

応しい初等 ･中等教育費も州政府が調達すべきとする議論がなされているC

これは,学区の財産税とリンクした教育財源の調達方式が,課税ベースの偏

在によって深刻な学区間の財政力格差を発生させているためである｡

このこと自体の評価は分かれる｡Tiebout流の地方財政の世界観からする

と,学区間の財産税負担と教育サービスのばらつきは,公教育に対する選好

が同質な住民から構成される財政コロニーの形成の結果に過ぎない｡また,

財産税の課税ベースの偏在があっても税の過重負担 (過小負担)と資産価値

の減価 (増価)による資本化 (Capitalization)の作用の過程で,課税ベース

は学区間で平衡化される(5)｡よって,州政府が地方政府の資源配分に参与す

る必要ないという考えが導かれる｡

一方,E.Coonsら教育財政学者からほ,財政的中立の原則 (Principleof

FiscalNeutrality)が示されている(6)｡これは,学区の教育支出の水準は,学

区に既存している財産税評価額に対して中立であらねばならないとする原則

で,カリフォルニア州の Serranov.Priest訴訟以降,教育財政訴訟の基準と

なっている｡この考え方に立てば,州政府は教育支出の格差解消のために,

(5)HarveyS.Rosen,PublicFinance,Irwinlnc,1985,p.520.

(6)白石裕著 『教育機械の平等と財政保障-アメ1)カ学校財政制度訴訟の動向と法理』多

賀出版,1996年参照｡
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積極的に,地方政府の資源配分に参与していかねばならなくなる｡

Serranov.Priest訴訟以降,他州で生じた教育財政訴訟の流れを見ると,

財政的中立の原則が重要な影響を与えている｡カリフォルニア州,ミシガン

州を代表とする諸州では,大胆な州教育補助金制度の改革を実施し,教育財

政において州政府は,事実上,学区のイコール ･パートナーの役割を担いつ

つあるのである｡つまりは,州 ･地方政府の根幹的経費である教育費につい

ては,社会財の空間的な性格に応 じてそれを供給する政府 レベルを決定する

議論は成立し難 くなっているのであるO

第 2に,所得再分配機能の評価であるo州政府の所得再分配政策は,住民

移動 (貧困者の流入と富裕者の流出)を誘発し効果が制限される｡よって,

理論上,州の給付行政の水準は,住民移動により影響を受けることになる｡

また,貧困者を州内に引き付ける福祉マグネット (WelfareMagnet)効果を

減らすために,各州はこぞって AFDC等の給付水準を引き下げる ｢底辺競

争｣(BottomtoRace)に駆 り出される可能性も指摘されているく7)0

しかし,最近の実証分析では,この仮説 と矛盾する結果が指摘されてい

る｡80年代に高福祉州- AFDCの給付水準が全国4位-の 1つであるイ リ

ノイ州では,州知事と共和党の間で ｢福祉マグネット｣論争が展開された｡

州保健 ･社会サービス局の調査や ｢福祉マグネ ット調査委員会 (Welfare

MagnetCommission)｣の調査が行われたが,同州-の貧困者の流入原因は

ギャングやゲットーからの逃避であり,福祉マグネットの影響ではないと結

論されている｡また,∫.R.Walkerの分析では,カウンティーごとの貧困若年

女性 (AFDCの潜在的な受給資格者) と非貧困若年女性 と貧困若年男性

(AFDCの潜在的な非資格者)の移住行動を比較しているが,福祉マグネッ

t説 は支持 で きない と結論 づけ られ てい る｡ 同 じく,Levineand

Zimmermanの分析でも,扶養児童を抱えた貧困独身女性をAFDC受給者と

(7)PaulE.Peterson,ThePriceofFederalism,TheBrookingInstitution,1995.

--Il l



954

仮定し,彼女らの高福祉水準地域-の移動可能性は,非受給者よりも高い傾

向にないと結論している(8)

これらの実証分析の精度はともかくとして,最近,州政府は福祉政策の実

施主体として重視されつつある｡州政府に福祉政策を任せる意義は,福祉国

家に反対する州権主義者の議論を別にすれば,州政府が ｢実験室 (Laboraト

ory)｣の役割を果たすからである(9)｡この実験室では,連邦政府の福祉政策

の変更を検証することも,州政府独自の福祉政策の実験を行って,成功例を

連邦政府のパイロット･モデルとして提案することも可能である｡経済学者

はこの実験室論を無視する傾向があるものの,クリントン政権では,AFDC

において,連邦洗則の適用除外 (Waiver)を州政府に認め,州政府に独自的

な政策の実施を促進しているD93年 1月以降,37州で福祉デモンス トレー

ション ･プログラムが行われ,現金給付的な福祉政策から就労を条件とする

労働福祉政策-と転換が行われたのである｡

第3に,州政府の経済安定化機能の評価である｡州政府の経済安定化棟能

の可能性は,1970年代以前には研究されていた課題であった｡ しか し,

R.A.MusgraveとW.E.Oatesの研究は,その可能性に事実上,死亡宣告を

与えたのであった｡この議論の背景には以下の6つ前提がある｡すなわち,

1)地方経済は本質的に,開放経済であるために,財政政策乗数 (Fiscal

PolicyMultipliers)は小さい｡2)中間段階の政府の発行する地方債は,外債

と同じ性格をもつ｡すなわち,地方債の元利償還は,居住者から非居住者-

の実質所得の移転となる｡ 3)地域経済は,経済的に相互依存的である｡こ

のため,中間段階の政府の景気変動は,全国レベルの景気変動と一致する｡

よって,中間段階の政府ごとの経済安定政策は必要ないO 4)地方政府は重

(8)LevineandZimmerman,"AnEmpiricalAnalystsOftheWelfareMagnetDebate

UsingtheNLSY,"NBERWorkingPaperN0.5264,1995.

(9)Edward,M.Gramlich,"FederalismandFederalDeficitReduction",NationalTar

Journal.Vol.40,No3,1987.
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要な経済安定機能を担 うツゥ-ルとしての金融政策を利用できない｡ 5)労

働と資本の移動可能性が高いため,州の経済安定政策の効果は相殺される｡

6)適切な政策協調を確保するためには,中央政府によるコントロールが必

要となるの6点であるo

こうした前提を背景として,州政府の経済安定化機能の否定論が導出され

るわけであるが,W.F.Fox とM.N.Murray(10)は6つの前提のうち4つはさ

して重要な論拠ではないとし批判している｡その 1つめは,｢地方債-外債｣

とする議論である｡今日,国債は国内市場だけでなく国際金融市場でも引き

受けられる｡このため,国債も外債的性格を持っていることになる｡また,

リカードの等価定理が成立する限 り,中央政府であれ,州政府であれ,赤字

財政政策は総需要に対して刺激を持たないことになる｡2つめは,｢地域経

済-開放経済｣とする前提である｡E.M.Gramlichは,州経済の開放性を推

計するため,アメリカにおける州内生産物に対する限界支出性向の推計を

行っている｡結果は,最高のカリフォルニア州で0･67,最低のデェラウエア

州で0.35で,予想以上に地域経済の開放性は低 く,地域乗数は高いと推定さ

れた｡また,サ-ビス生産の域内性は高いことから,今後の経済のサービス

化の進展は,さらに地域乗数を引き上げるものと推定されている｡ 3つめ

は,｢地域景気-国内景気｣とする前提である｡地域景気は,州の経済構造が

多様であるため,景気後退やオイルショックのような経済的衝撃に対 して

ち,一様に作用することはない｡また,上で述べたように,地域経済の開放

性が低いと想定した場合,ある州の景気の低迷は他の州にスピルオーバーす

る可能性は低 くくなると言える｡ 4つめは,要素移動の前提である｡例え

ば,高失業州から低失業州に失業者が敏速に移動するならば,要素移動は州

(10)William F.FoxandMatthew N.Murray."IntergovernmentalAspectsofGrowth

and Stabilization Policy",Ronald C.Fisher.IntergovernmentalFiscalRelation,

KluwerAcademicPublisher,1997.
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の反景気循環政策の効果を相殺することになる｡この失業者の州間移動につ

いても,実証分析レグェルでは結果に幅があり,この結論を擁護する結果は

出ていないのである｡

もっとも,残 り2つの前提,金融政策,政策協調の前提については反論は

困難である｡理由は,州レグェルでは通貨発行権がある中央銀行を持たない

し,州レグェルの安定政策は成長政策が中心で,価格の安定,国際的な資金

フローの管理をターゲットとしてはいないからである｡この2つの前提は有

効であるに しろ,州政府は経済安定化機能を担 うべ きでない とした

Musgraveと Oatesの議論は不動のものではないと言えるだろう｡

Ⅳ.変容する州政府の財政機能

財政連邦主義-の批判から導出される政策的なインプリケーションとは,

州財政が財政の3機能のすべてに参与しうるという可能性であった｡こうし

た批判は,理論的な仮説に終わるものでないO実際の州政府の教育財政,宿

祉財政,予算政策において,州財政の機能変化が現れ始めているのであるC

以下では,この3つの局面に現れている変化について述べていくことにす

る｡

1)教育財政訴訟の波及と州教育補助金の変化

社会財の空間的な性格に応じて,その財の供給主体を決定する｡この財政

連邦主義の公理に基づけば,初等 ･中等教育の資源配分は,直接的便益一間

按的便益の帰着範囲は,正の外部効果によって国全体に及ぼうが-が帰着す

る範囲が比較的狭域な政府,すなわち学区が効率的な供給主体であることに

なる｡しかし,この学区中心の公教育の供給体制が現在大きく変貌しつつあ

る｡図1に示すように,70年代後半から教育財源の政府間負担割合は,州政

府と地方政府で割合が逆転し,明らかに両者の共同負担的な経費となってい

-14-
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るのである｡州別に言 うと,19州が教育費を50%以上負担 し,内,11州が

60%以上負担 しているのであるOこの転換をもたらしたのは,学区財政シス

テムの合憲性を争った教育財政訴訟に他ならない｡1971年のカリフォルニア

州の Serranov.Priest判決を噂矢とし,95年までに43州で教育財政訴訟が起

こり,16州で教育財政システムの転換が余儀なくされているのである｡

学区間格差の状況をカリフォルニア州を例に示すと次のようなものであっ

た｡表 5は,1969年のカリフォルニア州内の BaldwinPark学区とそれに近

図1 教育費の政府間の財源分担
帥
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出所)LawtenceBJoseph,DilemmasofFiscalReform,1996,p.99,より作成

表 5 学区間の財政的格差 (1969年度) (単位 :ドル)

学 区 名 支 出 額 評 価 額 税額 (千ドル)

BeverlyHills学区 1,700 49,493 3.16

荏)支出額,評価額は共に,ADA 当たりの数字.
出所)RIChardW Lindholm,PropertyTaxationandtheFinanceofEducation,

p.113
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接する BeverlyHills学区を比較 した ものである｡BeverlyHills学区の

ADA (AverageDailyAttendance一平均日常出席数)当たりの教育費支出額

は,BaldwinPark学区の2.1倍,評価額は11.8倍であった｡逆に,税率は

BaldwinPark学区の方が1.8倍と高 くなっていた｡つまり,高資産学区の

BeverlyHills学区は低資産学区の BaldwinPark学区に比べ同額の支出水準

を確保する場合,課税努力を節約できる ｢課税の利益｣と課税努力が等しい

場合,高支出を確保できる,｢支出の利益｣を享受しえたのであった｡こうし

た状況はカリフォルニア州に限ったことでな く多 くの州の共通する状況で

あったOこのため,各州で相次いで教育財政訴訟が波及していったわけであ

る｡

さて,教育財政訴訟の焦点は,財産税評価額の多寡と教育費水準が リンク

する学区財政を改革し,学区間の財政力の均等化を図ることにあったo改革

の方向性としては,従来の財産税を財源とした学区財政を州補助金によって

財政調整する方向と財産税を州に移譲 し学区財政を州に統合する方向があ

る｡前者として,標準教育費補助金 (FoundationGrant),保障課税ベース補

助金 (GuaranteeTaxBaseGrant,GTB),学区間財政力平衡化補助金 (D-

istrictPowerEqualization,DPE)が設計された｡後者として,全額州負担制

皮 (FullStateFun°ing,FSF)が考案された｡それぞれについて紹介しよ

う(ll)

標準教育費補助金は,最低保障水準の教育費を意味する標準教育費から財

産税に対する均一税率である算定税率をもって収入可能な標準的な財政収入

額の差額を補填する補助金である｡この定式は,

EAi- (F-rVi)

(EAi一第 i学区-の補助金額,F-標準教育費,r一算定税率,Vi一第

(ll)各補助金の説明については,RonaldFisher,StateandI,ocalFinance,Irwin,
1995.
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i学区の財産税評価額)であるO多 くの州で利用されている最もポピュラー

な教育補助金であるが,標準教育費の設定の仕方如何では,最低保障水準が

低水準に止まる場合が生じ,教育費水準と財産税の関係のディス ･リンケー

ジが不能となる面もある｡

保障課税ベース補助金の場合,州は最低保障課税ベースを設定し,最低課

税ベースと各学区の課税ベースの差額に各学区が決定した税率を乗 じた金額

が補助金額となる｡これを定で表すと

EAi- r(GTB-Vi)

(EAi一第 i学区-の補助金額,r一税率,GTB-保障課税ベース,Vi-

第 i学区の財産税評価額)であるO学区に税率決定権が留保されているた

め,税率の高低により交付水準が決定される｡すなわち,学区の課税努力が

補助金額を左右するため,オ-プソ ･エンド型のマッチング補助金に分鞍さ

れることになる｡一方,学区間財政力平衡化補助金は,保障課税べ-ス補助

金と定式は同じであるが,再徴収規定 (Recapture)が盛 り込まれており,州

が富裕学区と貧困学区の水平的財政調整を行 う点が異なる｡財源移転の方法

は,最低保障課税ベースを上回る課税ベースをもつ富裕学区から収入の一部

を州が再徴収し,その徴収額を保障課税ベース以下の学区に配分する方法で

ある｡上の定式で言えば,保障課税ベース>財産税評価額なら正の補助金

を,逆なら負の補助金が課され,州に再徴収される｡学区間財政力平衡化補

助金の下では,学区の課税努力の問題を除けは,同一の課税水準が保障され

ることになり,教育費水準と財産税の関係のディス ･リンケージが可能とな

るoLかし,富裕学区に再徴収規定,負の補助金を課すため,富裕学区から

の反発が大きく政治的な実施可能性は低いのであるO

全額州負担制度は,従来学区が課税 していた財産税を州に移譲し,州がこ

の財産税に均一税率を課税することで調達した収入額を州内の生徒の個別的

特性一学年,居住地区,学習能力など-を勘案 し学区に配分する方式であ

る｡この場合,教育費水準は財産税の評価額 とも学区の課税努力ともデ ィ

ー17-



960

ス ･リンケージするO学区間で均等な教育費支出が可能となるのである.

もっとも,全額州負担制度は,教育財政の州集権化を強め,学区の税率,支

出水準の決定といった財政的な自律性が損なわれる面ももつ｡

上の補助金のタイプの中で,実際に多くの州で利用されているのは標準教

育補助金か,これに一定の修正を施す方式が中心であり,他の方式を採用し

ている州は少ない｡そうした中,ミシガン州では94年の教育財政改革によっ

て全額州負担制度に近い形で,州財政改革を行っているのである｡後者の改

革では,財産税による教育財源調達システムを事実上停止し,教育財政の州

集権化を進めたのであった｡以下でその概要を示すことにする｡

ミシガン州の教育財政改革(12)

ミシガン州の場合,73年以前は標準教育費補助金,93年以前は保障課税

ベース補助金を採用していた｡標準教育費補助金の欠陥としてほ,標準教育

費を越える教育費を確保する際に,学区間の財源調達能力に大幅な格差が

あったこと,保障課税ベース補助金の欠陥としては,低資産学区にマッチン

グ補助金の長所である価格インセンティブが作用しなかったため教育費の支

出拡大が進まず,高資産学区との支出格差の是正が行われなかったことが指

摘されたo学区間の生徒-人当たりの学校運営経費の変動係数は,80年に

0.16であったのが94年には0.23と格差が拡大したのであったO

このため,94年の改革の焦点は,学区間の教育費格差の是正と地方財産税

に依拠した財源調達システムからの離脱とに置かれた｡前者の目的のため

に,学区教育費は,州の定める学区基本保障額 (DistrictFoundation

Guarantee) よって決定されるよう改正された｡

(12)RonaldCFisherandRobertW Wassmer,"CentralizingEducationalResponsibility

inMichiganandOtherStates NewConstraintsonStateandLocalities",National

TaェJournal.Vol.48,No.3,1995,を参照｡
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これは事実上,州が学区の教育費水準を制約する仕組みであり,学区基本

保障額-93年学区支出額+許容支出伸び率 (Allowedlncreases)と定式化さ

れた｡許容支出伸び率とは,学区の支出上限を設定したもので,93年度に生

徒一人当たり4200ドル以下しか教育費を支出しない学区に対しては,94年度

には4200ドルまで,つまり93年度の支出額の2倍まで支出の増加 (もしくは

生徒一人当たり250ドル支出の増加か増加額が大きい金額まで)を許容する

よう定義したo生徒一人当たり4200ドルから6500ドルまでの学区について

は,94年度の支出増加額を生徒-人当たり160ドルから250ドルの間に,生徒

-人当たり6500ドル以上の学区は,94年度の支出増加額を160ドル以下と設

定したOつまり,高支出学区になる程,翌年度の支出額の増加額が抑制され

る仕観みである｡また,95年度からは交付基準を変更し,生徒一人当たりの

学区支出額>学区基本保障額 (5000ドル)の学区に対してほ,学区基本保障

額に定数 (州教育補助金基金 (SchooIAidFund)における生徒一人当たりの

基金収入の伸び率)を乗じた値が支出上限となったO生徒-人当たりの学区

支出額<学区基本保障額 (5000ドル)の学区に対 しては,その程度に応 じ

て,基本保障額に定数の2倍までを乗じた値が学区の支出上限となった0

-万,後者の目的一地方財産税からの離脱-のために,学区基本保障額の

財源調達を,州補助金と非宅地財産に対する財産税に委ねることにした｡地

域住民が専ら負担する宅地財産に対する地方財産税は教育財源の調達から外

されたのである｡非宅地財産 (事業財産)に対する財産税についても,税率

は18ミル税率で全学区間で統一されることになったのであるoそして,学区

基本保障額が6500ドル未満の学区に対しては,学区基本保障額一非宅地財産

に対する財産税収の差額が州補助金として交付され,学区基本保障額が6500

ドルを越える団体では,6500ドル-非宅地財産に対する財産税収の差額が州

補助金として交付されることになった｡また,この州補助金の財源は州教育

補助金基金を通じて拠出されることになった｡州教育補助金基金の原資は,

州売上税 ･利用税,州財産税,州個人所得税,たばこ税等のイヤーマークさ
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れた部分から構成された｡例えば,州売上税 ･利用税の場合,税率4%の部

分で調達された税収の60%,税率 2%の部分で調達された税収の100%が州

教育補助金基金に拠出されることになったのであるo

このように,ミシガン州の教育財政改革は,学区基本保障額を通じて学区

の支出制限と学区間支出の平衡化を達成すると共に,州教育基金を通じて,

財源構成の非財産税化を進めたのである｡事実,教育財源に占める地方財産

税の割合は,改革前の93年は66%,改革後の94年は25%にまで低落したので

ある｡しかし,州財政にとって問題が無いわけではない｡例えば,教育財源

の非財産税化は,教育費の景気変動性を高めることに繋がる｡また,敏育財

源のイヤーマーク化は,福祉費,矯正費といった急増著しい州経費との対立

と財政の硬直化を不可避とさせることにも繋がるのである｡ ミシガン州型の

教育財政改革は他州に波及するかどうかはともかく,州政府の学区間の財政

平衡化の課題は,州財政責任の拡大と州財政-の一層の負担過重という問題

をもたらすことは間違いなかろう0

2)AFDC廃止に見る連邦一州間の福祉財政の変貌

中央政府が排他的に所得再分配機能を担うとする財政連邦主義の示唆と異

なり,現実の福祉財政を巡る政府間関係は,表 6に示すように,複雑に錯綜

している｡現金給付プログラム中の AFDC(要扶養児童家計補助)は,連邦

政府と州政府が共同で責任をもつジョイント･プロジェクトであるo同じく

現金給付プログラムの SSI(補足的所得保障),EITC(給与所得税控除),一

般扶助 (GerleraZSupport)は,前2者が連邦政府の主管プロジェクトである

が,最後者は州 ･地方政府の事務である｡他方,現物給付プロジェクト中の

メディケイドも,AFDC同様,連邦政府と州政府のジョイント･プロジェク

トである.食料切符 (FoodStamp)は,連邦政府の主管プロジェクトで,住

宅補助は,州 ･地方政府の事務であるOこのように,給付対象範囲がそれぞ

れ異なり,相互補完的に福祉プログラムを行っているのである｡しかし,吹
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表 6 連邦,州政府の福祉プログラム

設 置 年 受 給 者 数 稔 支 出額 供 給 主 体 財 政 主 体

AFDC 1935 480万世帯(1992年) 250億 ドル(1992年) 州 州.連邦政府

SSⅠ 1975 560万人(1992年) 220億 ドル(1992年) 連邦政府 連邦政府

一般扶助 多様 120万人(1992年) - 州 州

EⅠTC 1976 1,120万人■(1992年) 110億 ドル(1991年) 連邦政府 連邦政府

メデイケイ ド 1965 4,000万人(1993年) 1,260億 ドル(1993年) 州 州.連邦政府

食料切符 1964 2,500万人(1992年) 250億 ドル(1993年) 連邦政府 連弗政府

出所)RonaldC.Fishered,op,cit,p177,参照.

のような批判もある｡すなわち,すべてのプログラムに共通する哲学や行政

的な合理性がない｡プロジェクト間での調整不足により,福祉行政全般の効

率性が低い｡連邦一州政府間の権限が錯綜している｡州間で供給水準等の格

差があるQ不適切な政府 レベルで福祉行政の責任が担われているため,所得

格差の原因となっている等である(13)

これらの福祉プログラムの中から AFDC に着目するoそれは,AFDCは

96年 の ｢個 人責任 と就業機会法 (PersonalResponsibility and Work

OpportunityAct)｣の成立を機に,JOBS補助金,緊急扶助 (Emergency

Assistance)補助金 と共に,貧困家庭に対す る臨時補助金 (Temporary

AssistanceforNeedyFamilies,TANF) に統合されたためである｡この

AFDC の廃止は,事実上,州政府に社会福祉の財政責任を移譲することを意

(13)GaryBurtless,R.KentWeaverandJoshuaM,Wiener,''TheFutureoftheSocial

SafetyNet",RobertD.Reischauered.,Settl'TZg NationalPriorities,Brookings

lnstitutionPress,1996.
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味しており,福祉の ｢州集権化｣の流れを最も印象づける出来事となったの

である｡

まず,AFDCの仕阻みから述べよう(14)AFDCでは,州政府が給付水準を

設定し,受給資格要件等は連邦政府と州政府の共同 (場合によっては州単

独)で設定している｡すなわち,連邦政府が非財政的な資格要件を,州政府

が財政的な資格要件 (所得制限,各州が設定する必要水準 (NeedStandar-

d))を設定しているのである｡連邦政府の定める資格要件とは,州の定める

必要基準の185%未満の所得と1000ドル未満の資産しかもたない家族に対す

る AFDCの給付義務である｡給付方法は次の通 りである｡州は,必要水準

(様々な規模の家族にとって必要な資源)と最大給付額を設定する｡必要水

準の185%未満の所得の家族の場合,連邦規則により,最大給付額の金額を

上限として給付される｡その際,何らかの所得がある場合には,給付額は,

最大給付額-2/3 (所得月額-30ドル)

で算出される｡また,AFDCの連邦政府と州政府の財源負担は,連邦政府が

州政府に対して,オープンエンド型のマッチング補助金の交付を通 じて,共

同負担されている｡連邦補助金の負担割合の算定式は,

100- (一人当たりの州所得2/一人当たりの国民所得2)×50

(-人当たりの州所得は過去3年間の平均値)

で表されている｡

定式上,-人当たりの州所得が一人当たりの国民所得と等しい場合,連邦

政府の負担は50%になるよう定義される｡低い場合は連邦政府の負担割合は

増えるので,低所得州に傾斜配分可能な仕組みとなっているOもっとも,逮

邦負担の上限は65%まであり,連邦政府の負担割合の範囲は50%から65%の

間に設定されている｡

このように,AFDCは連邦政府と州政府とのジョイント･プロジェクトで

(14)RonaldC.Fisher,op°it,pp.575-579.
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あるため,AFDCプログラムは協調的連邦主義のスキームに立脚していると

表現されてきたのである｡しかし,この表現は死語となった｡1994年の中間

選挙において,共和党が議会両院で多数派を占めることになり,社会的セー

フティー ･ネットとして機能している AFDCの見直しを迫まった｡クリン

トン大統領はこれに対し2度の署名拒否で対抗したが,96年 8月の104議会

で ｢個人責任と就業機会法｣に署名したのであるO この法案の通過によっ

て,連邦政府は2002会計年度まで541億 ドルの歳出削減を約束する見返 りと

して,大恐慌以降60年に渡 り続いた AFDC制度に終止符を打ったのである｡

同法の改正点(15)を要約すると以下の通 りである｡まず,AFDCは,従来の

オープン ･エンド型マッチング形式の特定目的補助金から交付上限があるブ

ロック補助金 ,すなわち,貧困家庭に対す る臨時補助金 (Temporary

AssistanceforNeedyFamilies,TANF)-と転換した｡切 り替え期間は,

97年 7月 1日までとされた｡TANF補助金の交付総額は,96会計年度から

2001会計年度まで毎年164億 ドル.州ごとの交付額は過去の AFDC補助金の

交付額-94年度交付実績額,95年度交付予定額,92-94会計年度の平均交付

実績額の3つの内,最も高い金額一に基づき決定されることになった｡ま

た,州は,この連邦補助金の全額を受領するために,州が過去にAFDCとそ

れに関連したプログラムに支払った州自主財源の最低75%を支出しなくてほ

ならないとされた｡

AFDCから TANF補助金-の制度変更に伴 う衝撃緩和措置も同法に盛 り

込まれてお-り,次の条件に該当する州には,連邦政府から追加的な補助金が

交付された｡すなわち,1)人口急増州と受給者一人当た りの給付額が低い

州は98会計年度から向う4年間にかけて8億 ドル交付される｡2)高失業州

もしくは食料切符支給者の急増州には97会計年度から向う5年間に20億 ドル

をマッチング方式で交付される0 3)回転貸付け資金向けに97年会計年度か

(15)CQAlmanac,"WelfareOverhaulHighligts",1996.
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ら向う5年間,17億 ドルが交付される (州は3年間で元利償還を行わなけれ

ばならない)の3点である｡また,同法には州政府に住民の福祉依存の引き

下げに向けての行政努力を促がすために,次の誘因供与手段も盛 り込まれ

た｡すなわち,1)福祉受給者の職場復帰が最も成功した州には99会計年度

から向う5年間に10億 ドル交付される｡2)98年会計年度より,婚姻外子の

出産率が95年と比べ,1%低下できた州にブロック補助金を5%上積みされ

る｡2%低下できた州には10%上積みされるの2点である｡

一方,連邦政府から州に対して,次の受給期間,労働義務の要件並びに要

件不履行の際の連邦補助金の減額措置も課された｡すなわち,1)これまで

5年以上福祉給付を受けた成人は連邦補助金から給付金を受給できない0

2)給付金を受給できる成人男性は補助金を受け取る2年間の内に労働に従

事しなくてほならない｡2年間福祉給付を受給した後,労働に従事しない成

人に対してほあらゆる資金源一連邦でも州でも-からの給付は停止される

(州政府は 1歳未満の子供をもつ親はこの条件を免除できうる)｡3)州政府

は97会計年度に福祉受給者 (Caseload)の最低25%を労働に従事させ,2002

年には50%を従事させなくてほならない｡4)片親の場合,96会計年度に最

低週20時間,2000年には30時間労働することが要求される｡5)州政府は6

歳未満の子供を抱える親には週20時間,両親のいる家族には週35時間労働に

従事することを要求するOこうした労働義務要件を満たせない州は,ブロッ

ク補助金が5%削減される｡次年度も満たすことができない場合,毎年追加

的に 2%づっ削減額が増えることになるoつまり,2年後 7%,3年後

9%,最大21%まで削減されることになるの5点であるo

このように AFDCからTANF補助金-の珍行は,連邦政府の手に受給期

間,労働義務の要件を残しつつも,それ以外の受給資格,給付水準等のプロ

グラムの内容については州政府に全面的に委ねているのである｡つまり,

AFDCの廃止によって,貧困者家計-の現金給付は連邦政府の義務的給付か

ら外れ,州政府の裁量的給付-と転換が起こったのである｡同時に,連邦レ
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ベルでも一州 レベルでは適用除外を受けた州で進行しつつあったが一従来の

現金給付型の福祉行政から,受給者の就業を促進する労働福祉行政 (work-

fare)への転換も起こったのである｡

この転換は州の福祉財政にどのような影響をもたらすことになるであろう

か｡それは,第 1に,TANF補助金移行時における衝撃緩和措置の期限後の

影響である｡経済的停滞,人口増加から生じる給付額の増加に対しては,定

額補助金である TANF補助金は対応が困難である｡給付水準の維持は州財

政の圧迫が生じさせるため,給付水準の下方修正が予想されよう｡第 2に,

マッチング形式の補助金である AFDC の場合,州負担部分の引き上げに

よって,連邦補助金を増額させるというインセンティブがあった｡しかし,

定額交付のブロック補助金の場合,このインセンティブが働かないため,袷

付水準の低下が生じる可能性がある｡第 3に,連邦政府は労働要件を義務づ

けるために州政府に対して,ブロック補助金による財政的なインセンティブ

とペナルティーを課すことにしている｡確かに,これは福祉受給者を就業さ

せるインセンティブを州政府に与えることになるが,その目標値の高さから

実行可能性については疑問視されている(16)｡州の中には連邦政府の財政的ペ

ナルティーを被る州も出てくることが危供されているのである (カリフォル

ニア州の場合,185億 ドルのペナルティーが課されると予想)0

なお,98年 8月に GAO (GeneralAccoutingOffice)から下院歳入委員会

人的資源小委員会に 『福祉改革 TANFブロック補助金の初期財政効果 (W-

elfareReformEarlyFiscalEffectsoftheTANFBlockGrant)』(17)という

報告書が提出されているO内容は,福祉受給者が94年 1月から97年 7月にか

けて景気の安定によって1400万人から995万人と33%低下 したことにより,

(16)JudithHavema.nn,''It'sCrunchTimeforWelfareReform",WashingtonPost.

September22,1997.

(17)U.S.GeneralAccountingOffice,WelfareReform EarlyFiscalEffectsofthe

TANFBlockGrant,GAO,1998.
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45州で交付額は AFDCの時より増額したと推計している (96年の受給者-

人当たりでカウントした交付額は1,193ドル,97年は38%増の1,802ドル)0

当初危供された TANF補助金の定額補助金としての性格は,景気良好さに

よる ｢歴史的｣とも言える低失業が幸いして,逆に,補助金の過剰交付を結

果としたのである｡その一方,GAOは,将来の景気後退における受給者増加

に備えて,現在の TANF補助金の剰余額を臨時基金 (ContingencyFund)

等を設置して積み立てる必要があるとし,各州に社会福祉基金設置を勧告し

ているのである｡

3)財政安定基金の創設と経済安定化機能

最後に,州政府の景気政策として,財政安定化基金の創設に注目するO財

政安定化基金とは,財政良好時に余剰を積み立て,財政危機時に余剰を取 り

崩す,いわゆる年度間財政調整基金のことである(18)｡なぜ,一般基金会計

(GeneralAccount)の枠内に,予備費のような項目を置き,収支のバランス

を図らないのかというと,1つには,財政良好時の剰余を議会が政治的利害

に押され支出することを回避するためであ り,2つには,70年代の後半の

｢納税者の反乱｣以降,一般基金会計における剰余は,減税により還付すべ

きとする住民要求が強くなったためである｡このため,一般基金よりも財政

安定化基金において,収支バランスを図ることが優先されているのである｡

さて,財政安定化基金の仕阻みであるが,これは表 7に示すように,州ご

とで創設されているため多様であるO基金の取 り崩しについて,議会の簡単

な東認で済む州もあれば,減収,州個人所得の成長率の低下のような一定の

事態が発生した場合のみ,取 り崩しができるとするトリガー ･メカニズム

(18)StevenD.Gold,"contingencyMeasuresandFiscalLimitations:TheRealWorld

SignificanceofSomeRecentBudgetlnnovations",NationalTaxJoul･nal.Vol.37.
No.3,1984.
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衰 7 財政安定化基金をもつ州の特徴

基金繰入れの規模の制限 基金取 り崩しの手続き

アラスカ 毎年度の予算で決定する 通常,特別議会の東謡が必要

カリフォルニア 毎年度の予算で決定する 歳入欠陥を補填するため自動的に取 り崩される毎年度の予算で決定するコロラド 予算の4%

コネチカット 年度末剰余の5%までを繰 り入れ 歳入欠陥を補填するため自動的に取 り崩される毎年度の予算で決定する

デエラウエア 一般基金歳入の最大5%までを繰り入れ一般基金歳入の10%を上限として

フロリダジヨ-ジアインディアナ 知事が予算委員会と協議し決定す

年度末剰余から繰 り入れ る

毎年度の歳入の3%を上限として 歳入欠陥を補填するため自動的に

年度末剰余から繰 り入れ 取 り崩される

(毎年度の成長率-2%)×一般基金歳入毎年度の予算,税の自然増収で決 年次成長率が2%以下の場合

ケンタッキーミシガンミネソタ 予算もしくは議会の計画で決定す

める る

(個人所得の成長率-2%)×- 個人所得 (インフレ調整済み)の

般基金歳入 年次成長率で決定

毎年度の予算で決定する 毎年度の予算で決定する

ミシシッピーニユ-メキシコ 一般基金歳入の5%を上限として 歳入欠陥を補填するため自動的に

年度末剰余から繰 り入れ 取 り崩される

毎年度の予算で決定する 毎年度の予算で決定する

ニユ-ヨ-ク 歳出の2%を限度として年度末剰余から繰 り入れ(個人所得の成長率-1.4%)×- 毎年度の予算で決定する

オハイオサウスカロナイナ 個人所得 (インフレ調整済み)の

般基金歳入 年次成長率がマイナスの場合

一般基金歳入の5% 歳入欠陥を補填するため自動的に取 り崩される歳入欠陥を補填するため自動的に取 り崩される毎年度の予算で決定する

テネシー 毎年度の予算で決定する

ワシソトン 3%以上の実質個人所得の成長率が生じる年度の歳入(上限は8%)年度末剰余と毎年度の予算で決定する

出所)StevenDGold,op°it,p.425
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(TriggerMechanism)をおく州もあるo逆に,基金の積み立てについては,

州財政法で剰余金の財政安定化基金-の繰 り入れ要件 (DepositRequireme-

nt)を定めている州もあれば,単に,毎年度ごとの予算で繰 り入れを行って

いる州もあるo前者の横立て方式に場合に比べ,後者は,法的な拘束力がな

いため,基金を設置しただけで十分な基金の蓄積が行っていない州も見られ

る｡

また,財政安定化基金の規模については,幾つかの州では基金規模が一定

以上に拡大しないようにキャッピングを俵めているQ通常,州予算の5-

10%を上限としているが,大半の州ではその規模にキャッピングを置いてい

ない｡このため,基金規模の最適性について議論が行われている最中であ

る｡財政調整基金の規模は,リセッションによる影響の完全回避一増税せず

支出の伸びを維持する-を目的すれば,91年のリセッションの場合,州予算

の34%程度と推計されている｡一方,リセッションによる減収分の補填財源

として財政調整基金を活用するのでなく,リセッションの影響に対する単な

るバッファーとして考えるならば,州予算の5-10%程度で適当であるとさ

れている｡

2つの州の財政安定化基金について取 り上げると,フロリダ州の財政安定

基金は,運転資本基金 (WorkingCapitalFund)と呼ばれ1959年に創設され

ている｡基金繰入と取 り崩しはこうである｡当該年度の一般基金中に自然増

収が発生した場合,前年度の一般歳入基金の最大10%を限度として,増収分

を運転資本基金に繰入られる｡逆に,一般歳入基金の徴収実績が見込み額に

及ばなかった場合,フロリダ行政委貞会は議会との協議の上で,基金の取 り

崩しを行 う｡一方,ミシガン州の財政安定化基金は,景気対策経済安定化基

金 (Counter-CyclicalBudgetandEconomicStabilizationFund)と呼ばれ

1977年に創設されている｡基金繰入は,ミシガン州の実質個人所得の成長率

が2%を越える場合に行われ,切 り崩しは成長率がマイナスの場合に行われ

るo成長率が2%未満の場合には基金繰入も取 り崩 しも行われないのであ
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る｡

財政安定基金の創設が80年代以降急速に進みつつあるO創設州は82年はわ

ずか12州であったものが,86年28州,90年38州,94年44州と拡大しているの

である｡この理由の 1つに,82年と91年の財政危機が挙げられる (他の理由

として,86年税制改革による減収の影響に遮断するため,景気予測,税収見

積もりの見誤 りの影響を防ぐため等の理由が指摘されている)(19)｡ひとたび,

リセッションが生じると,州の租税構造は景気変動性が高いため,大幅な減

収が生じる｡その一方で,社会福祉的経費に傾斜しつつある州歳出は景気後

退時には,メディケイ ド,AFDCの受給者が増大するため,経費圧力が高ま

る｡この歳入と歳出の非対称的な変動一順景気循環的変動と反景気循環的変

動-が財政危機を導くのである｡この場合,州財政は財政危機に陥っても,

均衡予算主義を採用しているため,公債発行による財政赤字の補填は禁じら

れている｡翻って言うならば,景気後退時であっては,増税 と支出削減と

いった順景気循環的 (Pro-Cyclical)な景気政策をとることが要請されるので

ある｡この ｢厳しい選択｣を回避する手段として,財政安定基金が注目され

るようになったのであるO

もっとも,財政安定化基金は,財政危機に対するバッファーとして機能す

るだけでなく,反景気政策的な故能をもつと指摘されている(20)｡それは,財

政安定化基金は,景気好調時に増収分を基金に繰 り入れ,後退時に減収分を

基金から繰 り出し補填するように機能するからである｡これは,本質的に言

うと,反景気政策に他ならない｡事実,この間の財政安定化基金の動きはこ

れと一致しているQ表 8を見ると,84年から96年の財政安定基金/一般基金

(19)RandallGHolcombeandRussellS.Sobel,GrowthandVariabilitym StateTaE

Revenue:AnAnatomyofStateFiscalCT･isis,GreenwoodPress,1997,pp.1611

163.

(20)こうした考え方に,NationalAssociationofStateBudgetOfficers,Budget

Stability･APolicyFrameworkforStates,1995,で示されている.
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表8 財政安定化基金の拡大の推移

財政安定化基金 一般基金歳出 財政安定化基金/ 財 政 安 定
(100万 ドル) (100万 ドル) 一般基金歳出(%) 基金創設州

1984 827 167,149 0 23

1985 1,731 184,196 0.9 .25

1986 1,830 203,869 0.9 28

1987 2,955 217,965 1.4 35

1988 2,986 236,041 1.3 35

1989 4,159 259,283 1.6 38

1990 3,577 274,733 1.3 38

1991 1.358 289,125 0 39

1992 87 302,425 0 43

1993 5,308 311,997 1.7 44

1994 5,799 331,516 1.7 44

1995 9,011 363,273 2.5 45

注)William FFoxandMatthewN.Murray,op.cit.,pp263-5,により作成.

歳出の割合は,83年不況直後の84年には0%で,その後の景気回復と基金創

設州の増加によりプラスに転 じ,再度,91年不況で0%となっている｡安定

化基金の積み増しと取 り崩しが景気の振幅と同調しているのである｡州別に

言えば,カ1)フォルニア州,フロリダ州,ジョージア州,メリーランド州,

ミシガン州,ネバク州,ニュー-ソプシャー州,オ-イオ州,ペンシルバニ

ア州,ロードアイランド州,ワシントン州でこうした動きが見られたのであ

る｡特に,これまでの州財政は均衡予算主義の縛 りの中で,景気好調時には

減税,景気後退時には増税といった順景気的政策を余儀なくされてきたが,

財政安定化基金の普及とその規模の拡大によって,州予算政策は反景気的政

策に転換することができると言えよう｡

Ⅴ.お わ りに

以上,80年代以降に顕著に現れてきた州政府の財政規模の拡大と教育,宿

祉の供給主体としての役割の強化がもつ意味について,財政連邦主義理論の
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想定する中間レグェルの政府像と関わらせ議論してきた｡そこで言えたこと

は,理論面でも,政策面でも財政連邦主義理論は大きな曲り角に立っている

ことである｡理論面では,住民の地域間移動,経済開放性,社会財の空間的

性格といった財政連邦主義理論のモデル ･ツゥ-ルは,実証性が伴わないと

して批判されつつある｡また,政策面では,学区の教育訴訟,連邦財政赤字

といった他 レグェルの政府で生じた言わば外生的なショックに対応して,州

政府は全額州負担制度の実施,TANF補助金-の転換,財政安定化基金の導

入を始めている｡まさに,80年代以降,州政府は,財政連邦主義の理論が想

定していなかった財政機能を果たしつつあるのである｡

しかし,州財政が財政 3機能すべてに対して財政領域を拡大しても,その

円滑なる実現の見通しは必ずしも明るいものではない｡なぜなら,州政府-

の機能再配分は大胆な財源配分を伴っていないからである｡確かに,景気変

動性に伴 う歳出 ･人のミスマッチは,財政安定基金の設置と拡充を通 じて,

一部は緩和されるであろう｡しかし,より構造的な歳出入のミスマッチや州

間の財政力格差の問題は未解決のまま依然残ることになろうO

この点,どういった処方等が提案されているであろうか｡ボス トン連銀と

全米租税協会が97年12月に開催した ｢権限移譲 :新連邦主義｣セミナーで,

連銀エコノミス トの RobertTannenwaldは,｢州と地方政府が連邦制におい

て,主要な役割を果たす能力をもつべきであるならば,多分,新たな財源が

必要であろう｡Rivlin(1992年)によって提案されたように,連邦政府は付加

価値,売上,法人利潤に対して国家的に管理した税の一部を州-に移譲する

よう考慮することになろう｣という見通しを述べている(21)O

これは,かって 0MB (OfficeofManagementandBudget,議会予算局)

(21)RobertTannenwald,"CometheDevolution,WillStatesBeAbletoRespond?",

NewEconomicEnglandReview (FederalReserveBankofBostonandNationalTax

Association,ProceedingsofaColloquium onDevolution･TheNew Federalism),

1998.
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の AliceRivlinが提案 した共通分与税 (CommonSharedTax) であ

る(22).共通分与税とは,州付加価値税,州小売売上税,州法人税の課税ベ-

スを連邦政府が全州 レグェルで統一して,代行徴収を行い,各州に税収を配

分する制度である｡NCSL(NationalConferenceofStateLegislatures,全国

州議会会議)と NationalGovernor'sAssociation(NGA,全国州知事会)発

行の報告書 『90年代の州政府の財源調達 (FinancingStateGovernmentin

the1990S)』でも注目されている制度でもある(23)｡共同分与税の導入はとも

かくにしろ,緩やかに進行しつつある州政府-の財政畿能の拡大が,いずれ

かの税源移譲方式によって担保されて初めて,｢州集権化｣の財政的可能性

が開けると言えるであろう｡

(22)AliceRivlin.RevivingtheAmericanDream,TheBrookingInstitution,1992.

(23)RobertSmelled.,FinancingStaleGovernmentinthe1990sNationalConference

ofStateLegislaturesandNationalGovernor'sAssociation,1993.
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Rethinking the U. S. Intergovernmental

Fiscal Relations

--Is It Time for the Theory of Fiscal

Federalism to Change? --

Kazushige Koizumi

The porpose of this paper is to examine the change of U. S. fiscal

federalism.

During 90-mids, there are signs that the features of American

intergovernmental expenditure relations are changing slowly. The signs

are the following three. Firstly, AFDC was abolished by welfare reform in

1994. Function of income redistribution partly shifted from central

government to state government. Secondly, education financing system,

primary local service, has been reformed by legal challenge since the

Serrano v. Prest cases in 1976. In many states, the accountability of

education financing has shifted from school districs to the state. Thirdly,

many states recently have established rainy day (or budget stabilization)

funds.

While the rainy day funds could be used as a discretionary policy t?

stabilize the state economy, they are introduced to ease budgetary

pressures. The states have become to strengthen a fiscal roll, income

redistribution, local public good provision and stabilization, through the

three changes. The meaning and causes of the changes can't be explained

by the theory offiscal federalism.
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